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こ
れ
ま
で
の
地
震
災
害
や
豪
雨
災
害
な
ど
で
高
齢
者
や
障
害
者
の
多
く
が
被

災
し
て
き
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
国
は
「
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン(
平
成
18
年
３
月)

」
を
作
成
し
ま
し
た
。
筑
紫
野
市
も
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
い
た
「
災
害
時
等
要
援
護
者
支
援
制
度
実
施
要
綱
」
を
４
月
か
ら
施

行
し
、
要
援
護
者(
支
援
を
要
す
る
人)

を
支
援
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、「
自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
『
共
助
』

の
精
神
の
も
と
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
要
援
護
者
を
地
域
と
支
援
者(

要

援
護
者
本
人
を
支
援
す
る
人)
が
一
体
と
な
っ
て
、
可
能
な
範
囲
で
助
け
合
お

う
と
い
う
も
の
で
す
。

□
要
援
護
者
の
範
囲

▽
高
齢
者(

75
歳
以
上
の
人)

▽
要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
者

▽
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
１
、

Ａ
２
、
Ａ
３
の
人

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
等
級
が

１
級
ま
た
は
２
級
の
人

▽
精
神
障
害
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害

等
級
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
人

▽
そ
の
他
、
災
害
時
に
お
い
て
避
難

な
ど
の
一
連
の
行
動
に
支
援
を
要

す
る
人

□
支
援
者
の
活
動

平
常
時
に
お
い
て
は
「
日
頃
の
見
守
り

活
動
」
を
、
災
害
時
に
お
い
て
は
「
気

象
情
報
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
た
り
、
避

難
す
る
時
に
は
一
緒
に
避
難
所
へ
行

く
」
な
ど
の
支
援
を
可
能
な
範
囲
で
行

い
ま
す
が
、
決
し
て
責
任
や
義
務
を
伴

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
、
要
援
護
者
も
支
援
者
も

十
分
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

□
登
録
の
申
し
出

こ
の
制
度
へ
の
登
録
は
希
望
制
で
す
。

こ
の
制
度
に
登
録
を
希
望
す
る
要
援

護
者
は
、「
自
分
の
住
所
・
氏
名
・
健

康
状
態
な
ど
の
情
報
」
や
「
支
援
者

の
情
報
」
な
ど
を
一
緒
に
登
録
台
帳

に
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。(

登
録
時
に

は
「
支
援
者
の
同
意
」
を
得
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。)

◎
登
録
方
法

「
災
害
時
等
要
援
護
者
登
録
申
出
書

兼
登
録
台
帳
」(

市
役
所
・
各
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所
・
各
公

民
館
な
ど
に
備
え
付
け
て
い
ま
す)

に

必
要
事
項
を
記
入(

家
族
や
代
理
人
の

記
入
も
可
能)

し
、
市
生
活
福
祉
課
地

域
福
祉
担
当
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
地
域
に
支
援
者
が
い
な
い
場
合
や
不

明
な
点
が
あ
れ
ば
、
市
や
行
政
区
の

役
員
な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
万
一
、
支
援
者
が
見
つ
か
ら
な
い
場

合
で
も
、
登
録
す
る
こ
と
は
可
能
で

す
。

□
要
援
護
者
登
録
台
帳
な
ど
の

管
理
と
情
報
の
共
有

市
で
は
、
要
援
護
者
か
ら
提
出
さ
れ

た
「
災
害
時
等
要
援
護
者
登
録
申
出

書
兼
登
録
台
帳
」(

登
録
台
帳)

お
よ
び
、

登
録
台
帳
か
ら
必
要
な
情
報
の
み
を

転
載
し
た
「
災
害
時
等
要
援
護
者
支

援
制
度
登
録
者
名
簿
」(

登
録
者
名
簿)

を
管
理
し
、
次
の
よ
う
に
情
報
提
供

し
ま
す
。

・
登
録
台
帳
の
副
本(

写
し)

→
 

要
援
護
者
本
人

→
 

登
録
者
の
担
当
民
生
委
員
・

児
童
委
員

・
登
録
者
名
簿

→
 

行
政
区
長

→
 

地
域
の
防
災
組
織
な
ど

→
 

筑
紫
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

【
問
い
合
わ
せ
先
】

▽
登
録
に
つ
い
て

生
活
福
祉
課
ま
た
は

高
齢
者
支
援
課

▽
制
度
全
般
に
つ
い
て

安
全
安
心
課



CHIKUSHINO CITY 2011.9.1

3

登録までの流れ

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111にお願いします


